
 

今後の検討事項及び進め方について（議論のためのたたき台） 

 

○ 一時保護に関しては、開始・保護期間中・解除の局面に応じて、たとえば以下の

ような論点が考えられるのではないか。 

（１）一時保護開始にあたっての手続について 

・一時保護の開始にあたってのアセスメントやカンファレンスの在り方 

・一時保護委託の在り方 

・児童相談所の調査の在り方 

・一時保護の決定に関する家庭裁判所の審査の在り方           等 

 

（２）一時保護期間中の手続について 

・一時保護所内の処遇の在り方（所内の生活環境、通学・通園等） 

・面会通信制限、接近禁止命令の在り方と活用促進             等 

 

（３）一時保護解除にあたっての手続について 

・一時保護の解除にあたってのアセスメントやカンファレンスの在り方 

・一時保護の解除後の処遇の決定手続における課題 

・児童相談所及び市町村による保護者指導・支援の在り方 

・保護者支援における司法関与の在り方と活用促進 

・保護者支援プログラムの活用促進                       等 

 

令和２年９月 18日 

第１回 児童相談所における一時保護の手続等の在り方に
関する検討会  
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